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　そんな時代に生まれた糸葉の日々成長する姿に勇気をもらっています。

金沢支部　中島  茂雄
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　新年あけましておめでとうございます。ここ数年のコロナ禍において毎年毎年、来年こそは

と思いつつ、一度は落ち着いてきたかのように思えましたが、また新たな変異株の出現により、

不安をかかえながらの年明けとなりました。

　とは言いつつ、皆様におかれましては、この数年続いているあらゆる行事の自粛をはじめ数々

の行動制限に関しても、だんだんと慣れてき始めているのではないでしょうか。コロナが出始

めた時期には、私も「半年か一年たてば元通りになるだろう」と軽く考えておりました。それが

今では、「元通りにはならないので、この生活に慣れていかなければいけない」と考えを改めて

おります。この「慣れる」という言葉は言い換えれば「順応する」もっといえば「進化する」とも

言えます。（拡大解釈してますが・・・）

　また我々の業界に大きく影響をあたえるのは、所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制

の見直し（民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法）という大きな流れがあり、

本年は施行に向けての様々な規則が整備されてくるはずです。

　権利に関する登記は私的自治の原則に基づき、申請義務は課されてなかったのですが、この

法律により、相続に関して義務を課せられることになりました。このことにおいても、これま

での原則が、この社会情勢に順応した結果大きく変化をしたものであると考えます。

　コロナと法改正を並列に論じることは、いささか不適切に思えるかもしれませんが、社会に

次々起きる問題に対して、早い遅い、大きい小さいはあるもののあらゆる問題に人は順応して

いくものだと言いたいのです。

　これからも我々を取り巻く環境は大きく変わってきます。それらに皆様が適切に対応し、順

応していき、そして振り返ってみたときに、それが我々の進化だと思えるよう、一日一日を大

切に過ごしていただきたいと願い、年頭のご挨拶とさせていただきます。

石川県土地家屋調査士会

　　会長　石野  芳治
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　新年あけましておめでとうございます。石川県土地家屋調査士会会員の皆様におかれましては、

新年を穏やかに迎えられたことと心からお慶び申し上げます。

　昨年は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による困難が続く中で、１年延期された東京オ

リンピック・パラリンピックの開催が実現した年でありました。緊急事態宣言下での開催という

異例の大会でありましたが、想定外の試練を乗り越えて参加した選手たちの活躍は、私たちに勇

気と感動を与えてくれました。

　また、大会運営に当たっては、競技の実施と感染症対策との両立が図られ、大会の成功につな

がったものと思われます。法務局においても、登記業務を始めとする法務行政は、国民の社会活

経済動の基盤となる業務を担っていますので、コロナ禍の中で感染防止対策を万全に図りながら、

業務継続体制を維持しなければならないという責務を改めて実感した次第です。

　社会全体が、これまでの取組を見直し、働き方が大きく変わる中、皆様方には法務行政に対す

る深い御理解と表示登記制度の充実・発展のために格別の御支援と御協力をいただいております

ことに対しまして、改めてこの場をお借りして感謝申し上げます。

　さて、昨年は、４月21日に所有者不明土地問題に関して「民法等の一部を改正する法律」及び「相

続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が成立し、同月２８日に公布され

た年でもありました。これにより、所有者不明土地の発生予防と既に発生している所有者不明土

地の利用の円滑化の両面から総合的かつ本格的な対策が行われることになります。所有者不明土

地問題は、政府が一丸となって取り組むべき喫緊の課題とされているほか、「骨太の方針」等の政

府方針でも重要な施策として位置づけられていますので、両法律に基づく新たな施策はもちろん

のこと、既に着手している表題部所有者不明土地の解消作業等の施策についても、関係省庁及び

関係団体と連携・協力して着実に実行することが重要と考えます。土地家屋調査士の皆様には、

同作業における所有者等探索委員として専門的な知識と豊富な経験をいかして重要な役割を果た

していただいているところですが、本年におきましても、貴会と連携して取組をより前進させた

いと考えておりますので、御協力の程、よろしくお願いいたします。

　最後に、表示登記制度の充実・強化、各種施策の適正円滑な実施のため、私ども法務局職員も

一層努力していく所存ですので、今後とも、御支援、御協力をお願い申し上げますとともに、石

川県土地家屋調査士会のますますの御発展と会員の皆様方の御健勝を祈念いたしまして、新年の

御挨拶とさせていただきます。

金沢地方法務局　　

　　局長　岡本  高至

新年のごあいさつ
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石川県土地家屋調査士政治連盟

　　会長　丸田 三智雄

　新年あけましておめでとうございます。

　日ごろより土地家屋調査士政治連盟の活動に対し、ご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

　令和３年においては「民法・不動産登記法の一部改正｣、「相続等により取得した土地所有権の国庫

への帰属に関する法律」など、私たち土地家屋調査士業務にも大きく影響を与える法改正が行われ、｢

所有者不明土地等対策の推進に関する基本方針｣が所有者不明土地等対策の推進のための関係閣僚会

議より出されています。社会情勢の変化、国民の意識の変化、技術の進歩などの諸環境の変化はま

すます加速され、土地家屋調査士も否応なしに巻き込まれていきます。

　土地家屋調査士制度も時代に対応して「必要とされ続ける土地家屋調査士」として変化しなければ

なりません。

　土地家屋調査士政治連盟は、特定の党派や政治家を応援するための組織ではなく、土地家屋調査

士制度の有用性を政治に訴え、制度の充実・発展と土地家屋調査士の活用拡大を実現し、地位の向上

を図り、もって社会の利益の増大を実現する政治活動を行います。

　今後ますます活発な活動を推進していくためにも、一肩のご協力をお願いいたします。

　新型コロナウイルス感染症との戦いはまだしばらく続くと思いますが、皆様とともに土地家屋調

査士制度の明るい未来を切り開いて参りたいと存じます。変わらぬご支援とご協力をよろしくお願

い申し上げます。

　最後に、皆さまのご健勝とご多幸を心より祈り申し上げ、新年のご挨拶とさせていただきます。

新年のごあいさつ
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　新年あけましておめでとうございます。旧年中は石川県公共嘱託登記土地家屋調査士協会の運

営に多大なご協力を頂き誠にありがとうございます。本年も宜しくお願い申し上げます。

　昨年は、東京2020オリンピック・パラリンピックが開催された年でありました。新型コロナウ

イルスの感染拡大が収まらない中での遂行という、五輪史上初の開催となりました。関西大学の

発表によれば、東京オリンピック・パラリンピックの経済効果は約６兆1,442 億円、東京オリン

ピック・パラリンピック組織委員会および東京都、国の赤字の総額は約２兆3,713 億円であった

とのことです。新型コロナウイルスの影響で１年延期となり、ほぼ無観客となったことで、経済

効果は当初の計画よりも大幅に減少。一方で自宅観戦によりテレビやエアコンは売れ、デリバリ

ーサービスが増加している側面もあったといいます。開幕後、国内の新型コロナウイルスの感染

状況はこれまでになく悪化し、パラリンピック期間中も収まることはありませんでした。それが

9月に入って新規感染者数が急激に収束し、最近では、石川県に至っては感染者ゼロといった報

道を目にする機会がふえました。一日も早い終息を願うばかりでございます。

　そして、東日本大震災の発生から10年となる年でもありました。この10年、復興を支える社会

基盤の整備は急ピッチで進められてきました。そのようなインフラ整備関連では、数多くの段階

で土地家屋調査士が必要とされます。これらは公共事業であることから、私たち公嘱協会が県内

唯一の公益法人として国民のために貢献しなければならない場面であります。その責任と使命の

ため、日頃より社員が一致団結して官公署の期待に沿うよう研鑽を積み技術力を高める努力を怠

らないようにしなければなりません。

　最後に、本年も、公嘱協会の安定した運営に取り組んでいきたいと思いますので、今後とも、

公嘱協会に対して一層のご支援ご指導をお願い申し上げますとともに、土地家屋調査士会の会員

の皆様のご健勝とご多幸をお祈り致しまして、新年のご挨拶とさせていただきます。

新年のごあいさつ
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公益社団法人　　　　　　　　　　　　
石川県公共嘱託登記土地家屋調査士協会

　　理事長　武部  恭典



　本年もどうぞよろしくお願いいたします。いつまで続くのか、今年もオ
ミクロン株の蔓延で、油断のできない年になりそうです。前から提案して
いるのですが、今年こそオンライン勉強会、ぜひ開催しましょうよ！ 
　皆さんにとって、今注目すべきは、令和３年法律第24号・25号民法等改
正法です。所有者不明不動産が減るので、嬉しい改正？確かにそうなので
すが、問題は、新209条「土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範
囲内で、隣地を使用することができる。ただし、住家については、その居
住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない。
一　境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去
又は修繕

二　境界標の調査又は境界に関する測量（以下、略）」との規定です。
　そうか、私たちは、所有者の依頼を受ければ、境界調査のために、当然に隣地に立ち入れるよ
うになるんだね、めでたし、めでたし…。しかし、ちょっと待ってください。立法担当者は、こ
こで言う「境界」とは、所有権界のみを指すって、考えているんですよ。筆界の調査のためでは、
隣地に立ち入ることはできない！んですって。所有権界は分かっているけれど、分筆のための筆
界が分からない、というときはダメ。それどころか、公図を持って立ち入ろうとすると、「所有
権界は、合意のみで成立するもの。公図の出番はないですよ！」と怒られてしまいそう。
　どうしてそのような立法になってしまったのか…。議論しましょうよ！
　それとは別に、令和４年のうちに、法務省は筆界確認書を不要とする類型をまとめて通達する
予定であることはご存じでしょう。問題は、その中身なんです。
　例えば、① 法務局自身が土地の筆界情報を持っている、 ② 隣地が所有者不明土地である場合、
③ 共有者の一部が不明でも、残りの所有者からの承諾により、境界確認を有効と認めるという
思考方法。
　その場合、 ⓐ「筆界が明確であると判断することができる場合」と「筆界が明確でないために筆
界確認情報の提供等を求める必要がある場合であっても、登記官において筆界を確認することが
できる範囲での提供に限る」場面とに分けて取扱いを明確化という、その基準は、極めて曖昧ゆえ、
現況主義がはびこるのでは？ ⓑ「筆界の確認が可能な場合については、筆界確認情報の提供等は
求めない」と言うけれども、当事者のコメントを聴かないという手法は、当事者の手続参画権な
いし適正手続きの要請に反しないでしょうか？
　現に、登記所書類が、自治体資料と異なる等の指摘がなされることもしばしばです。世間を騒
がせた、京都地方法務局のすりばち池事件では、公図の他に地籍編纂地籍地図があることを知ら
ず、国家賠償事件での敗訴に繋がっています。
　もっと、土地家屋調査士を活用するルールは作れなかったんですかね～。難しいことを考える
のでなく、明日のわが身のために考える。それも、一人では限界がある。せっかく、本会の研修
会が設営されているのですから、それを利用しない手はないのでは？

石川県土地家屋調査士会
顧問弁護士
寳金  敏明

もっともっと勉強しよう!

寄 稿
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　令和３年春の褒章で、黄綬褒章の栄に浴しました。受賞できたのも、ひとえに皆様方からのご

指導ご支援のお陰があっての事と、深く感謝申し上げます。

　ただ残念なことに、諸先輩方は法務省で勲記並びに勲章の伝達を受け、その後天皇陛下の拝謁

を賜った事と思いますが、私はコロナ禍ゆえに上京を自粛し、それが叶いませんでした。しかし

ながら皇居に赴く事は儘ならなかったのですが、金沢地方法務局輪島支局にて伝達式を挙行して

頂きました。お心遣い重ねて感謝申し上げます。

　顧みますと夫婦二人で為している測量・登記業務ですが、50年近くに渡って様々な方々からご依

頼をいただいて、邁進して参りました。ご信頼下さっての事と思い、段取り良く正確に納めるこ

とを心がけて来ました。時には融通が利かない要領が悪い等で、ご迷惑をお掛けした事もあった

かと思います。

　その間、石川県土地家屋調査士会及び公嘱協会の役職に携わった時期もありましたが、その折

には多くの方々の温かいご教示、ご支援をいただき努力出来ました事、あらためて心よりお礼申

し上げます。

　輪島支部において地図整備事業に関わった際には、通常の仕事

では知り得ない地籍・地番その他の新しい発見があったり、細かい

資料の点検や責任ある作業に困難を期す日々もありましたが、今

思えば一致団結してやり遂げた事はとても有意義でありました。

　近年、年老いて行くのとは反対に器械の進化が著しく、日々葛

藤している私ですが、いささかなりとも会に貢献出来ますよう精

進して参りたいと存じます。

黄綬褒章を受章して黄綬褒章を受章して

石川県土地家屋調査士会 会員　谷内　  廣
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本会だより本会だより

　令和３年度定時総会が、令和３年５月26日（水）石川県地場産業振興センターにおいて開催
されました。コロナ禍での開催ということで感染対策を行った上で規模を縮小しての形とな
りましたが、対面形式で開催されました。石野会長の挨拶から始まり顕彰者披露、新入会員
の紹介のあと、議長に角田之尚会員、加惠田信会員が選出され議事が進行しました。
　各部からの報告の後、第１号議案から６
号議案まで承認され、第７号議案では石野
会長を始めとする新役員が承認されまし
た。また丸田名誉会長の再任も承認され、
滞りなく議事が終了し、定時総会は閉会と
なりました。

　令和３年７月２日（金）中部ブロック協議会定時総会が開催されました。昨年度に引き続き、
新型コロナウイルス感染拡大防止のためZOOMによる電子会議での総会となりました。
当番会である岐阜会の臼井会長、中部ブロック協議会の大保木会長からの挨拶の後、名古屋
法務局長からの祝辞が披露され総会がスタートしました。
　表彰受賞者紹介では、名古屋法務局長表彰に、当会から石野芳治会員、中康光会員が受賞
されたことが報告されました。
　議事では、令和２年度の活動報告の後、全ての審議事項がZOOM「手を挙げるボタン」によ
り可決承認されました。
　最後に、令和４年度の当番会である石川会の有川副会長から、次回こそは電子会議ではな
く参集型で総会を開催できるよう、皆様がコロナに負けず、健やかに過ごされることを祈念
する挨拶があり閉会しました。
　令和４年度の中部ブロック協議会定時総会は令和４年７月１日（金）に金沢東急ホテルで開
催される予定です。会員の皆様にはご協力のほどよろしくお願いいたします。

第65回 定 時 総 会

定 時 総 会

令和３年度

令和３年度

中部ブロック
協　 議　会
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通常行っている活動内容は以下の通りです。
１. 財務基盤の安定化と予算の適正執行
①本会の一般会計、用品等販売特別会計、
境界問題相談センター特別会計に関す
る金銭の収支を月毎に確認

②職員の給与明細を月毎に確認
③支部交付金等の支出を支出毎に確認
④支払いに関する請求書、領収書の確認
⑤必要に応じて契約書の確認

　２. 業務関係図書の斡旋

　３. 国民年金基金、各種保険の加入促進

　４. 支部への各種助成

　５. 部会の開催

　６. 中部ブロック協議会参加

　７. 部長会・理事会参加

　３月16日昨年度に続き【業務取扱要領】に関する業務研修会を予定しております。
　今年度は第１章通則に関する研修会です。会員の皆様が「参加して良かった！」と思っ
ていただける内容を企画しておりますので、是非ご参加の程よろしくお願いいたします。
　また、石川会による平成13年５月、平成26年３月に発刊してきました〝測量・調査実
施マニュアル〝を、昨年の【業務取扱要領】発刊に伴い〝業務取扱マニュアル〝と題し、
令和４年度末に改訂版の発刊を予定しております。
　尚、登記処理が円滑・迅速に行われるよう法務局との打ち合わせを定期的に行ってい
きますので、「業務に関する相談等報告書」を活用しご意見をお寄せください。今後とも
皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

 令和３年   ６／  9 第１回 綱紀委員会　開催
    ６／ 18 第２回 綱紀委員会　開催
    ６／ 18 総務・財務部会　開催
    ７／  2 中部ブロック協議会定時総会（WEB方式による開催）
　   分科会（WEB方式による開催）
    ７／ 13 第１回 災害対策委員会　開催
　　　　   非調査士調査
   11 ／ 10 輪島支部
   11 ／ 11 小松支部・七尾支部
   12 ／  3 金沢支部

令和３年 10月29日 石川会新人研修を開催
 　〃　 11月11日 年次研修を開催
令和４年  2月 倫理に関する研修会を開催予定
 　〃　   3月 業務取扱要領に関する研修会を開催予定
　コロナ禍においても、会員の皆様に安心して研修会に参加できるように
開催方法を工夫して研修会を行っていきたいと考えています。

活動報告◀総務部

部長
川畑 幸司

活動報告◀財務部

部長
山下　茂

活動報告◀業務部

部長
柿島 真明

活動報告◀研修部

部長
藤島 信一郎

各部活動報告各部活動報告

今年は、会員証･補助者証の
一斉更新となります！
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　今年度広報部長を仰せつかりました木内です。年度当初前任の部長より引継ぎをいた
だいたわけですが、昨年から着手しております石川会のHPリニューアルがおおむね形が
見えるところまで仕上がりました。あとは会員の紹介ページを完成させるべく、今年度
早々に進めていきます。また、令和３年もコロナ感染症が収束せず、例年行われていた
リレーマラソンやツーデーウォークの参加、そして地上絵プロジェクト等の活動が出来
ませんでした。かろうじて令和３年11月20日に七尾市で行われた「能登の國七尾城トレッ

キング」に七尾支部の有志で広報PR活動として参加することができたのが救いであったかと…。
　コロナの状況はいまだ先が見えず、また今後収まったとしてもコロナ前の状況に戻れるのかという
と私は疑問に思います。社会もオンラインツールを使用した会議やコミュニケーションが普及しつつ
あり、いろんなことが変化し、今後も変化し続けるでしょう。さらに我が会の会員数が減少傾向にあり、
予算的にもマンパワー的にも現状の継続が厳しくなっていくと予想されます。これまで広報として行っ
ていた新聞広告などは、その費用対効果を考えたとき、本当に適正な方法であるのかなど、大きく見
直しをしなければならないときにあると考えます。
　令和４年度はこれからの時代に沿った新しい形の広報活動を見出し、土地家屋調査士をＰＲするべ
く、広報部員一丸となって頑張っていきますので引き続きよろしくお願いいたします。

　社会事業部の今期の活動としては、全国一斉不動産表示登記無料相談会を７月31日（土
曜日）土地家屋調査士の日に電話相談の形式で行いました。｠
　午前の部と午後の部でそれぞれ中島会員、舘会員、前田会員、有川副会長と会館にて
対応いたしました。当日は電話での相談１件で登記費用についてと登記の手続きについ
ての相談でした。コロナ過でできること、｠対面でない方法での相談形式をしつつ、図面
や資料などを見て相談を提供することが、課題として出てきました。

　しかしながら令和３年度の会に寄せられる電話の相談内容を分析すると、相談をした方々が、結果
納得している事が多く、これも普段から先輩会員、役員のみなさんが普段の電話相談でも丁寧な対応
をしていることで、全国一斉不動産表示登記無料相談会で集中した相談にはならなかったのかなと思
いました。｠
　相談会を終えて今年度の会に電話
相談内容の分析をしました。｠

　グラフのとおり意外と相談内容が
限られていることもわかりました。｠
　相談の月別件数もグラフのとおり
意外と波があることから電話相談の
データ化を｠令和各年度ごとにまとめ
てコロナ禍前と後の相談内容の傾向
をみることは対策として有効だと感
じてますのでさらにデータ化を進め
ていきます。

広報部▶活動報告

部長
木内 良純

社会事業部▶活動報告

部長
山副 竜朗

4月 5月 6月 7月
件数

月別相談件数

令
和
2年
4月

令
和
2年
5月

令
和
2年
6月

令
和
2年
7月

令
和
2年
8月

令
和
2年
9月

令
和
2年
10
月

令
和
2年
11
月

令
和
2年
12
月

令
和
3年
1月

令
和
3年
2月

令
和
3年
3月

件数

件数

不動産の寄付について

登記申請続きについて

登記に関する書類について

境界について

費用について

件数

境
界
に
つ
い
て

登
記
申
請
等
手
続
に
…

費
用
に
つ
い
て

境
界
確
認
、登
記
書
類
に
…

売
買
に
つ
い
て

調
査
士
に
つ
い
て

寄
附
に
つ
い
て

令和2年度

各部活動報告各部活動報告
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《金沢支部》

《小松支部》

《七尾支部》

支部長
　中　康光

　令和３年度は、昨年度に続き新型コロナウイルス感染症の影響
で活動を自粛しています。支部総会を規模縮小により開催した後、
納涼ビアパーティー、地上絵プロジェクト、レクリエーション、
研修は実施していません。資料室は、暫定的に手数料を減額し、
金沢市示野第二土地区画整理資料と白山市国土調査資料の編集を
しています。

　感染症に関しては、デルタ株による第５波、ワクチンの普及、オミクロン株の拡大等、情勢は変化しています。
個人的には、業務中に新型コロナウイルス陽性者の方と接触があり、保健所からの連絡でPCR検査を受けた
時に、いよいよこの感染症を身近に感じました。なお、私は濃厚接触者ではなく、検査結果も陰性でした。
　このような状況下ですが、皆様には引き続き金沢支部に対しご理解とご協力をお願いいたします。そして、
一日でも早い感染症の収束と存分な事業活動を祈念いたします。

支部長
　南　知伸

　昨年度会報の支部だよりに記載しましたが、令和２年度はコロナ
禍のためほとんどの支部事業を行えませんでした。本年令和３年度
についても同様にまともな事業が行えずにいましたが、本原稿作成
時点（令和３年12月中旬）では感染状況が落ち着いてきました。
　支部三役で協議した結果令和４年２月に支部研修会及び懇親会を
行う方向で準備を進めています。支部会員の皆様と久しぶりに一同
にお会いできることを楽しみに、何とかこのまま感染状況が落ち着
いていてくれればと祈念しています。

支部長
　大星  雅司

　2021年の七尾支部はコロナ感染予防をとりつつ２年連続大ホー
ルにて支部総会を実施し会費返還決議をもって支部会員に現金を
返却しました。
　また12月には石野会長に出席いただいて懇談会兼昼食会も行い
久しぶりの会員交流をすることができました。（欠席者にもうなぎ
弁当をお届けました！）令和４年は宿泊を含めじっくり交流ができ
る支部事業を行っていきたいと思います。
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q なぜ土地家屋調査士になろうと思いましたか？

w 前職は何ですか？

e 自分はどのような性格だと思いますか？

r 趣味はなんですか？休日はどのように過ごしますか？

t あなたの健康法は何ですか？

y 土地家屋調査士として今後の抱負をお願いします。

u 調査士会への要望をお書き下さい。

７項目の質問

金沢支部　本田　国子
ほんだ くにこ

q　スキルアップのため

w　補助者

e　分かりません。

r　ストレッチ

t　睡眠

y　知識を身に着け、丁寧に仕事に取り組みたいです。

u　特になし

新入会員に聞く
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金沢支部　八田　祥宏
はった よしひろ

q　独立できて時間も自由になると資格講座の広告を見て、良さそうだと
思いました。

w　スーパーの定員です。青果部門でした。アルビスです。おすすめの店
舗は髙柳店です。特に精肉コーナーが良いです。ぜひ行ってみてくだ
さい。

e　楽観的です。真面目です。少し短気なところを直そうとしています。

r　波があればサーフィン。その後で家族をイオンに連れていきます。冬は
たまにスノーボードです。その後イオンに連れていきます。

t　たまに水泳やスクワットをします。

y　困っている人のお役に立ちつつ、ストレス少な目で仕事がしたいです。

u　特にありません。

金沢支部　中本　満
なかもと みつる

q　定年後に手に職があれば役に立つと思ったので。

w　地元金融機関で36年間勤務していました。

e　真面目でアバウトなタイプだと思います。

r　趣味はこれといってありません。休日は雑務（町内会や子供・両親の
世話）をしています。

t　できるだけ車は使わないよう心掛けています。近所のスーパーには、
徒歩または自転車で行く等。

y　地域の人達に貢献できればと思っています。

u　これからも、異業種から来た初心者に分かりやすい研修等、サポート
をお願い致します。

新入会員に聞く
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会員の広場会員の広場会員の広場

問題

クロスワードパズルを解いたら
二重マスに注目、アルファベッ
ト順に並べてできる言葉は何で
しょう？

応募方法と応募の際の注意点

★クロスワードは２重の文字を並べ替えて、出てくる言葉を解
いてください。
★下記の項目を記載し、メール、FAX、葉書にて、２月末日までに
事務局まで応募してください。

1． 氏名または事務所名
2． クロスワードパズルの解答

★クイズの正解は応募受付締め切り後、ホームページに掲載します。（３月頃）
★抽選の結果は、プレゼントの発送をもって代えさせていただきます。
★景品の内容と当選者の数については、応募者数の関係でそれぞれ変更
する場合があります。

1

9

12

16

18

Ａ

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ

E

G

　

F

　

B

I

H

D

C

10

2

6

21

3

11

13 14

4

7

17

19

8

15

5

20

に応募しよう！

たくさんのご応募お待ちしております！

タテのカギ

ヨコのカギ

答え

 

１  

建
物
表
題
登
記
原
因 

日
付
＋

 

２  

乾
季
の
逆  

日
本
は
６
月

 

３  

親
子
間
等
無
償
で
使
わ
せ
る

 

４  

〇
〇
〇
〇
の
根
源
を
断
つ

 

５  

小
数
点
以
下
ま
で
表
す
地
目

 

８  

永
遠

 

10  

建
物
の
周
り
に
何
も
な
い
家

 

14  

愛
媛
県
の
旧
国
名

 

15  

三
角
関
数
の
正
弦

 

16  

○
○
○
ラ
イ
ン  

○
○
○
ボ
ー
ル

 

　
○
○
○
ス
ペ
ー
ス

 

17  

は
っ
き
り
示
す
こ
と 

境
界
標
を

 

　
設
置
す
る
事
を
い
う
こ
と
も

 

20  

○
○
運
動  

○
○
暖
房

 １ 法務省が監督する国家資格の一つ
 ６ ○○褒貶＝ほめたりけなしたりする
 ７ 行政府を与（あずか）る政党
 ９ 地震・津波・洪水・噴火など  天変○○
 11 現場に入る前依頼者と事前にした方がよい
 12 サンタクロースにとっての宅配ＢＯＸ
 13 何事でも「はいはい」と従うさま  ○○諾諾
 15 お祝いの言葉 「○○多からんことを」
 16 オンライン申請には欠かせない
 18 光沢を表すことば
 19 「～のような」にあたる語を用いず例える語法
 21 民地だけに囲まれた土地 囲繞地とも

作成者　大星  雅司（七尾支部）

正解者の中から
抽選で10名の方に、
景品をプレゼント！

クロスワードパズル2022

調査士にしか解けない？
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氏　　名 本田  国子
登録番号 第682号
事 務 所 〒920－0022
  金沢市北安江1丁目3番4号
（事）TEL 076－223－0844
（事）FAX 076－223－0845
登録年月日 令和3年4月1日

氏　　名 八田  祥宏
登録番号 第683号
事 務 所 〒920－0348
  金沢市松村2丁目4番地
（事）TEL 076－266－1273
（事）FAX 076－266－0117
登録年月日 令和3年4月12日

氏　　名 中本　満
登録番号 第684号
事 務 所 〒921－8161
  金沢市有松1丁目5番11号
（事）TEL 076－241－6485
（事）FAX 076－247－1605
登録年月日 令和3年5月20日

ほんだ くにこ

はった よしひろ

なかもと みつる

登録事項変更

氏 　 　 名 中嶋  武司
登 録 番 号 第662号
事　務　所 〒921－8062
 金沢市新保本3丁目55番地4
（事）ＴＥＬ 076－209－2343
（事）ＦＡＸ 076－209－5259
変更年月日 令和3年2月1日

氏 　 　 名 越野  真綺
登 録 番 号 第675号
事　務　所 〒920－0941
 金沢市旭町2丁目8番45号 旭ビル103号
（事）ＴＥＬ 076－221－8850
（事）ＦＡＸ 076－232－1888
変更年月日 令和3年3月18日

氏 　 　 名 上山　優
登 録 番 号 第636号
事　務　所 〒921－8025
 金沢市増泉5丁目9番36号
（事）ＴＥＬ 076－225－3981
（事）ＦＡＸ 076－225－3982
変更年月日 令和3年4月1日

氏 　 　 名 水口  武志
登 録 番 号 第577号
事　務　所 〒920－0065
 金沢市二ツ屋町5番32号
（事）ＴＥＬ 076－264－1320
（事）ＦＡＸ 076－264－1361
変更年月日 令和3年4月22日

登録事項変更（電話番号のみ変更）

氏 　 　 名 唐澤　正
登 録 番 号 第615号
（事）ＴＥＬ 0768－82－0770
変更年月日 令和3年9月9日

登録事項変更（旧町名復活による変更）

氏 　 　 名 橋爪  哲史
登 録 番 号 第599号
事　務　所 〒920－0319
 金沢市金石上越前町3番4号
（事）ＴＥＬ 076－267－7101
（事）ＦＡＸ 076－267－7102
変更年月日 令和3年11月1日

小松支部
　岡西  俊明   会員（72歳）
　令和3年2月21日ご逝去さ
れました。ここに、謹んでご冥福
をお祈りいたします。

金沢支部
　吉倉  常好   会員（81歳）
　令和3年4月27日ご逝去さ
れました。ここに、謹んでご冥福
をお祈りいたします。

̶ 訃　報 ̶̶ 訃　報 ̶
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会費の納入について（お願い）

事務局からのお願い  ★年計表の提出をお早めに‼★

図  　    書　      名 著  者 ・ 発  行

登録抹消（退会）

氏　　　名 岡西  俊明
登 録 番 号 第460号
届出年月日 令和3年2月21日

氏　　　名 吉倉  常好
登 録 番 号 第444号
届出年月日 令和3年4月27日

氏　　　名 西野  久夫
登 録 番 号 第560号
届出年月日 令和3年6月14日

氏　　　名 越多　孝
登 録 番 号 第539号
届出年月日 令和3年10月29日

氏　　　名 津田　伸
登 録 番 号 第004号
届出年月日 令和3年11月30日

氏　　　名 西川  剛志
登 録 番 号 第654号
届出年月日 令和3年12月31日

氏　　　名 干場  敏博
登 録 番 号 第484号
届出年月日 令和3年12月31日

　日頃、会の運営につきましては格別のご支援ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、令和３年度第４期分会費につきまして、下記の期日までに納入下さいますよう
お願い申し上げます。
　なお、自動引落を希望されている方は、１月31日（月）に引き落としされますので、
預金残高のご確認をお願いいたします。

◆会 　 費  45,000円（15,000円／月）  （但し、令和４年１月～３月分）
◆納入期日 令和４年１月31日（月）まで
◆納入方法 ①北國銀行の預金口座自動引落 （手数料は調査士会で負担）
 ②調査士会の口座に振込（手数料は個人負担）
 　【振込先】  北國銀行 金沢西部支店  普通預金 ３３１１６０
　　 　　　　　　　　　石川県土地家屋調査士会 会長  石野芳治
 ③事務局へ持参

令和３年分の事件年計表および職務上請求書使用簿を

令和４年１月31日（月）までに本会事務局へ提出してください。

● 図書蔵書一覧表 ●
石川県土地家屋調査士会

発行所：サンライズ出版
編集：滋賀県土地家屋調査士会滋賀の地籍－土地家屋調査士の視点から

全国土地家屋調査士政治連盟設立２０周年記念誌

土地家屋調査士業務取扱要領

土地家屋調査士制度制定70周年記念誌

土地家屋調査士制度制定70周年記念誌

土地家屋調査士制度制定71周年記念誌

登記小六法　令和３年改元版(別冊あり）

土地家屋調査士制度70周年 会史　70年の歩み

「筆界の調査・認定の在り方に関する検討報告書」の解説

日本の空き家問題を考える－各地の土地家屋調査士会の先進事例に学ぶ

土地家屋調査士制度制定70周年記念誌

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

全国土地家屋調査士政治連盟

日本土地家屋調査士会連合会

東京土地家屋調査士会

愛知県土地家屋調査士会

岩手県土地家屋調査士会

登記法令研究会  編集    桂林書院

長野県土地家屋調査士会

月刊登記情報編集室［編］

地籍問題研究会

日本土地家屋調査士会連合会
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広報キャラクター
「地識くん」

土地家屋調査士は、土地を識り、人と社会のために
つくす「地識人」でありたいと思います。

境界問題相談センターいしかわ

認証紛争解決サービス

「かいけつサポート」は法務大臣による
紛争解決手続きの認証制度です。

（平成23年11月9日認証番号 第107号）

（要予約）




